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完全子会社（四浦珪石株式会社）との 

会社分割（簡易吸収分割・略式吸収分割）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会におきまして、2026 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の完全子会社

である四浦珪石株式会社（以下、四浦珪石社という。）の仁宅地区けい石事業を、下記の通り吸収分割に

より承継することに決定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本会社分割は、当社連結子会社との吸収分割であるため、連結業績に与える影響はございませ

ん。 

また、本会社分割は当社の完全子会社より当社が事業を承継する吸収分割であるため、開示事項および

内容の一部を省略して開示しております。 

記 

 

１．本会社分割の目的 

  当社が四浦珪石社の仁宅地区けい石事業を承継し、四浦珪石社は同社の本山地区の終山管理を担う

会社とすることにより、経営の効率化を図ることといたしました。 

 

２．本会社分割の要旨 

（１）吸収分割の日程 

分割契約承認取締役会     2026年 1月 30日 

分割契約締結         2026年 1月 30日 

分割効力発生日        2026年 4月  1日（予定） 

（注）本会社分割は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易吸収分割、四浦珪石社に

おいては会社法第 784 条第 2 項に基づく略式吸収分割に該当するため、株主総会の承認を得

ることなく吸収分割を行います。 

 

（２）本会社分割の方式 

    当社を承継会社とし、四浦珪石社を分割会社とする吸収分割です。 

 

（３）本会社分割に係る株式の割当 



    承継会社である当社は、分割会社である四浦珪石社の発行済株式の全株式を所有しているため、

株式の割当は行いません。 

 

（４）本会社分割により増加する資本金 

    本会社分割による資本金の増加はありません。 

 

（５）当社が承継する権利義務 

    効力発生日において、四浦珪石社の仁宅地区けい石事業に関連する資産、負債、契約上の地位お

よびこれらに付随する権利義務を承継します。 

 

（６）債務履行の見込み 

    本会社分割後の承継会社および分割会社の負担すべき債務の履行につきましては、確実性に問

題はないものと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要 

（2025年 3月 31日現在） 

(1) 名称 日鉄鉱業株式会社（承継会社） 四浦珪石株式会社（分割会社） 

(2) 本店所在地 東京都千代田区丸の内二丁目 3番 2 号 大分県津久見市小園町 7番 6 号 

(3) 代表者 代表取締役社長 森川玲一 代表取締役社長 平賢一郎 ※1 

(4) 事業内容     鉱業（石灰石、タンカル、砕石などの採

掘販売）を中心に、銅ほか鉱産物の加

工・販売および輸出入業、石炭・石油製

品の仕入販売、機械・環境関連商品等の

開発および販売、不動産業、自然エネル

ギーを利用した発電業などを展開 

けい石の採掘・販売 

(5) 資本金 4,176 百万円 10 百万円 

(6) 設立年月日 1939年 5月 20日 1979年 3月 20日 

(7) 発行済株式数 16,704,638 株 ※2 20,000株 

(8) 決算期 3 月 3 月 

(9) 大株主および 

持株比率 

日本製鉄株式会社 10.32% 

日鉄鉱業株式会社 100％ 

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社（信託口） 8.58% 

公益財団法人日鉄鉱奨学会 8.14% 

BNYM AS AGT/CLTS  

NON TREATY JASDEC 

（常任代理人 

株式会社三菱 UFJ銀行） 5.74% 

株式会社麻生 4.87% 



(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績(2025年 3月期) 

純資産 126,962 百万円 306百万円 

総資産 195,485 百万円 374百万円 

売上高 164,293 百万円 493百万円 

営業利益 7,744 百万円 132百万円 

経常利益 9,222 百万円 199百万円 

当期純利益 8,837 百万円 115百万円 

1株当たり当期純利益 535.68円  5,763.70 円 

1 株当たり純資産額 8,068.63 円  15,343.97円 

※1 2025年 5月 1日に開催されました四浦珪石社臨時株主総会におきまして、代表取締役の選定および

役員の役職変更（社長交代）について決議し、鵜池貴司が後任として選任されております。 

※2 当社は、2025年 10月 1日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っており、また、2025年 11 

月 28 日を実施日として自己株式の消却を行っておりますが、上記株式数については、当該株式分

割および自己株式消却前の株式数を記載しております。 

 

４．本会社分割の対象となる事業の内容 

（１）承継する事業の内容 

    仁宅地区けい石事業 

 

（２）承継する事業の 2025年 3月期における経営成績 

 承継事業実績 

売上高 292百万円 

 

（３）承継する資産、負債の項目および金額（2025年 3月末現在） 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 15 百万円 流動負債 10 百万円 

固定資産 0 百万円 固定負債 ― 

資産合計 15 百万円 負債合計 10 百万円 

 

５．承継後の当社の状況 

   本会社分割後の当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の

変更はありません。 

 

６．当社の業績に与える影響 

   本会社分割は、当社連結子会社との吸収分割であるため、連結業績に与える影響はございません。 

 

以 上 


